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吹田市第３次環境基本計画案 新旧対照表              （資料 3） 

№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

1 「フューチャー・デザイン」とは、世代を超える未来に関わる課題に対

処し、持続可能な自然と社会を将来世代に引き継いでいくために、将来

世代の視点を取り入れて、社会の有り様をデザインする手法です… 

「フューチャー・デザイン」とは、世代を超える未来に関わる

課題に対処し、持続可能な自然と社会を将来世代に引き継いでい

くために、将来世代の視点を取り入れて、これからの社会の有り

様やとるべき施策についてデザインする枠組です。… 

P5 

（修正） 
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P7 

（修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市と「大阪大学大学院工学研究科附属オープンイノベーション教育研究センタ
ー：COiRE」は、これまで研究会やワークショップ等を協働で実施してきました。 
本市と「COiRE」が共同研究を行う「フューチャー・デザイン」の実践として、平

成 30 年度から令和元年度にかけて開催したワークショップでは、「仮想将来世代」に
なりきった市民（一部行政職員含む）が、本計画（骨子案、素案）について、将来人
としての視点から、意見交換及び議論等を行いました。 

ワークショップの様子 仮想将来世代の主な意見 

SNSでの啓発が必

要だと思う 

外国の方へのアプロー

チも大事じゃない？ 

環境意識の向上するには教育が必要 

 

教育 仕組み作り 伝わる啓発 

近隣市町村との連携は必要だよね。 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

3  

  

P10 

（変更） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

4   P11 

（変更） 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P12 

（変更） 

吹 田 市 第 3 次 環 境 基 本 計 画 施 策 体 系 図

望ましい環境像 みどりと水 光と風 楽しく 共生し未来へつなげる 環境先進都市すいた

環境に関する課題解決のキーワード（基本理念） 「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」（もったいない）

基 本 方 針 市民、事業者、行政の協働で、持続可能な
社会づくりを進める

分 野 別 目 標

戦略Ⅰ
環境保全・創造の基盤となる
人・組織・仕組みづくりをはぐくむ

はぐくむ
持続可能なライフスタイルを実践する人材を“はぐくむ”
環境に配慮したビジネススタイルに取り組む事業者を“はぐくむ”
環境を中心とした多様な主体とのつながりを“はぐくむ”

戦略Ⅱ 良好な環境をまもるまもる

戦略Ⅲ 気候変動による影響にそなえるそなえる

エネルギー

限りあるエネルギーを大切
に使う低炭素社会への転換

資源循環

資源を大切にする
社会システムへの形成

生活環境

健康で快適なくらしを
支える環境の保全

みどり・自然共生

自然の恵みが実感できる
みどり豊かな社会の形成

都市環境

快適な都市環境の創造

未来につながる環境を“まもる”
市民にとっての憩いの空間を“まもる”

気候変動による大規模災害に“そなえる”
ヒートアイランド現象に“そなえる”

ライフスタイルや事業活動の転換促進

省エネルギー機器等の導入促進

再生可能エネルギーの導入拡大

ごみの発生抑制を優先する社会への転換

多くの市民が参加しやすいリサイクル
システムの構築

排出者責任の確立と事業系ごみの減量
促進

持続可能な低炭素社会実現に寄与する
収集体制や処理システムの構築

水資源の有効利用と健全な水循環の推進

産業廃棄物の適正処理

環境汚染防止対策の推進

環境美化の推進

ヒートアイランド対策の推進

日照障害・電波障害対策

自然環境の保全

自然資源の持続的な利用

みどりを継承する

みどりを生み出す

みどりを活かす

市民参画・協働により、みどりの

まちづくりを進める

景観まちづくりの推進

自動車に過度に依存しない交通環境整備

環境に配慮した開発事業の誘導

エネルギーや資源を大切に使い、循環す
る社会を目指す

安全で健康かつ快適な生活を営むことの
できる良好な環境を確保する

分野・目標施策の柱

目標 施策の柱戦略の方向性

重 点 戦 略 総合的かつ分野横断的視点により、重点的に取り組む目標

本市の環境課題の解決に向けた分野ごとの目標

施策の柱分野・目標

人・仕組みをはぐくむことで、効果的に本市の環境をまもり、さらに地球規模の変化にもそなえる
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

6 （新設）  

 

P13 

（追加） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

7 重点戦略「はぐくむ」 

 

重点戦略「はぐくむ」 

 

P16 

（修正） 

8 重点戦略「まもる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点戦略「まもる」 

 

 

P18 

（修正） 

9 施策の柱と具体的施策 

市民にとっての憩いの空間を“まもる” 

① 生物多様性の保全に係る啓発活動   （環境政策室） 

② 公園・街路樹の整備及び管理、緑化の推進、緑地の保全  

（公園みどり室、道路室、環境政策室） 

③ 水路等の清掃による環境保全      （水循環室） 

④ 特定外来生物の防除   （地域環境課、環境政策室） 

 

施策の柱と具体的施策 

市民にとっての憩いの空間を“まもる” 

① 生物多様性の保全への理解を深めるための効果的なイベント

の実施及び啓発活動             （環境政策室） 

② 公園・街路樹の整備及び管理、緑化の推進、緑地の保全  

（公園みどり室、道路室、環境政策室） 

③ 水路などの清掃による環境保全       （水循環室） 

④ 特定外来生物の防除      （地域環境課、環境政策室） 

 

P19 

（修正） 

重点戦略の達成指標 
現況値 

H30 年度 
（2018 年度） 

目標値 
R10 年度

（2028 年度） 
担当室課 

市域の年間エネルギー消費量 ※1 
20.4 PJ 
H28 年度 

（2016 年度） 

13.1 PJ 環境政策室 

市民 1 人当たりのごみ排出量 
（1 日）※1 

861 ｇ 760 ｇ 環境政策室 

生物多様性の認知度（重要性） 
36.6 ％ 
H28 年度 

（2016 年度） 

50 ％ 環境政策室 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

10 重点戦略「そなえる」 

 

 

 

 

 

 

重点戦略「そなえる」 

 

 

 

 

 

P20 

（修正） 

11  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

P22 

（修正） 

12 エネルギー分野 

目標 

 限りあるエネルギーを大切に使う低炭素社会への転換 

 

 

 

 

 

 

エネルギー分野 

目標 

 環境に配慮したエネルギーを活用する低炭素社会への転換 

 

（※ フューチャー・デザインのワークショップで出た意見により修正） 

P26 

（修正） 

平成 31 年 3 月から令和元年 8 月まで、本計画をテーマに

全 4 回で実施 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

13 エネルギー分野 

3 施策の柱と具体的施策 

 

 

 

エネルギー分野 

3 施策の柱と具体的施策 

 

 

 

 

 

 

P27 

（修正） 



8 

 

№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

14 6 これまでの特徴的な取組 

（1）吹田市地球温暖化対策新実行計画(すいたんの CO2 大作戦)の改訂 

 

地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす地球温暖化を防止するため、本

市では平成 23 年（2011 年）3 月に、市域の地球温暖化対策の目標と施

策を定める「吹田市地球温暖化対策新実行計画 すいたんの CO2 大作

戦」を平成 28年（2016年）3月に策定しました。 

地球温暖化に関わる社会情勢の変化を踏まえるとともに、上位計画であ

る「吹田市第 2 次環境基本計画（改訂版）」（平成 26 年（2014 年）3 月

策定）と一体となって、より効果的に取組を推進していくための見直し

を行いました。 

6 これまでの特徴的な取組 

（1）吹田市地球温暖化対策新実行計画(すいたんの CO2 大作戦)の改訂 

 

地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす地球温暖化を防止するため、本

市では平成 23年（2011年）3月に、市域の地球温暖化対策の目標と施策

を定める「吹田市地球温暖化対策新実行計画 すいたんの CO2 大作戦」

を策定しました。 

地球温暖化に関わる社会情勢の変化を踏まえるとともに、上位計画であ

る「吹田市第 2次環境基本計画（改訂版）」（平成 26年（2014年）3月策

定）と一体となって、より効果的に取組を推進していくため、平成 28年

（2016年）3月に見直しを行いました。 

P29 

（修正） 

 

15 6 これまでの特徴的な取組 

（3） 市有施設の屋根貸しによる太陽光発電システム設置促進事業 

 

再生可能エネルギーの導入推進の一環として、太陽光発電システムを設

置する事業者に、市が所有する施設の屋根を貸し出し、事業者から施設

の使用料などを得る太陽光発電システム設置促進事業を平成28年（2016

年）から行っています。 

事業者は、吹田市と協定書を締結して、市有施設の屋根などに係る行政

財産目的外使用許可を受けた後、使用料を支払うことで、市有施設の屋

根などを借り受けることができます。平成 29 年（2017 年）は、市内 3

か所（4施設）で発電を行っており、CO2の削減に貢献しています。 

6 これまでの特徴的な取組 

（3） 市有施設の屋根貸しによる太陽光発電システム設置促進事業 

 

再生可能エネルギーの導入推進の一環として、太陽光発電システムを設

置する事業者に、市が所有する施設の屋根を貸し出し、事業者から施設

の使用料などを得る太陽光発電システム設置促進事業を平成 28年（2016

年）から行っています。 

事業者は、吹田市と協定書を締結して、市有施設の屋根などに係る行政

財産目的外使用許可を受けた後、使用料を支払うことで、市有施設の屋

根などを借り受けることができます。平成 30 年（2018 年）は、市内 3か

所（4 施設）で発電を行っており、CO2 の削減に貢献しています。 

P29 

（修正） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

16 資源循環分野 

3 施策の柱と具体的施策 

 

資源循環分野 

3 施策の柱と具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P31 

（修正） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

17 6 これまでの特徴的な取組 

（3）再生資源集団回収の推進 

 

 

6 これまでの特徴的な取組 

（3）再生資源集団回収の推進 

 

 

 

 

 

 

P33 

（修正） 

18 生活環境分野 

2 指標 

 

 

生活環境分野 

2 指標 

 

 
 

 

P34 

（修正） 

19 6 これまでの特徴的な取組 

（2）ヒートランド対策 

 5 行目 

【パンフレットを用いた大規模建築物・駐車場所有者への啓発】 

6 これまでの特徴的な取組 

（2）ヒートランド対策 

5 行目 

【大規模建築物・駐車場所有者への啓発】 

P37 

（修正） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

20 みどり・自然共生分野 

2 指標 

 
 

みどり・自然共生分野 

2 指標 

 

P38 

（修正） 

21 3 施策の柱と具体的施策 

 
 

3 施策の柱と具体的施策 

 

P39 

（修正） 

22 都市環境分野 

2 指標  

注釈の 4行目 

※3 バリアフリー重点地区：公共交通機関、建築物、道路、都市公園

などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する地区 

 

都市環境分野 

2 指標  

注釈の 4行目 

※3 バリアフリー重点整備地区：公共交通機関、建築物、道路、都市公

園などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する地区 

P42 

（修正） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

23 第 5章 SDGｓの目標達成に向けた取組 

 

第 5章 SDGｓの目標との関係性 

 

P46 

（修正） 
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№ 変更前（旧） 変更後（新） 備考 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P48-49 

（変更） 
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全体的に修正した項目 

 

項目  

「等」→「など」 第 4次総合計画に合わせてひらがなへ修正 

但し、法律、協定、アンケート実施時の記載などの表記が、漢字の

「等」である場合は、「等」を記載 

「統合的な向上」→「統合的向上」 国の記載に合わせて変更 

「枠組み」→「枠組」 

「取り組み」→「取組」 

送り仮名の修正 

 


